
平成18年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）の５ 

平成18年12月11日（月） 

                                           

○議長（上田順康君）順番４、５番 岩田君。 

〔５番（岩田弘彦君）登壇〕 

○５番（岩田弘彦君）ただ今議長のお許しを

いただきましたので、通告に従い、一般質問

を行います。 

 大項目、行財政改革について質問させてい

ただきます。 

 ①合併すれば、全国の類似した７万人都市

と比較して行政サービスに支障がなく、７年

で正職員数を100人削減するとのことでした。

合併前の両市町の正職員合計（病院を除く）

711人を基準として、６月議会の答弁、５年間

で退職者、退職予定者は111人に対し、今回の

集中改革プラン（５年計画）の削減数は62人

となっている。合併効果の早期実現のために

も、５年間で11人プラス早期退職者数の範囲

内で新規採用を行い、５年間で正職員数を100

人削減する集中改革プランを策定すべきでは

ないのか。この質問につきましては、６月議

会にも議論させていただき、調査研究すると

のことでした。 

 平成16年７月、橋本市・高野口町の将来の

まちづくりアンケートにおける合併に期待す

る効果の第１位であったこと、また、今回、

数値目標を含む本市の集中改革プランが示さ

れ、国のほうでも全国の合併効果を踏まえ、

財政健全化の時間軸と目標を示す、経済財政

運営と構造改革に関する基本方針2006、財政

健全化第Ⅱ期（2007年度から2010年度代初頭）

が７月７日に閣議決定されておることから、

再度質問いたします。 

 続きまして、②民間の創意工夫を生かすと

ともに、充実した質の高い公共サービスを展

開するために、事務事業内容を公開し、企業、

ＮＰＯや市民活動団体などから委託、民営化

の提案を募集する、提案型公共サービス民営

化制度を実施してはどうか。 

 これは決して公共サービスをすべて市場経

済に任せてしまうというわけではありません

し、公共自体を小さくしてよいという意味で

もありません。むしろ、少子高齢社会を考え

ても、環境の問題を考えても、公共の果たす

役割は今後ますます大きくなると言えます。 

 ですから、一部市場原理を使って有効なと

ころは使うとしても、全部市場原理に任せる

ものでは全くなくて、むしろ、特に自治体の

場合は、地域のコミュニティの中に、公共サ

ービスを担う仕組みをつくり、多様な民間の

主体を育てていくことが大切と考えます。公

共を担う民間の主体を豊かにすることによっ

て、公共サービスはより充実させつつ、スリ

ムで効率的な市役所を実現できるのではない

でしょうか。 

 これは市役所がやるよりも、行政がやるよ

りも、自分たちがやったほうがうまくやれる

よという提案を公募する。それを審査して、

民間に移していく。移し方は完全な民営事業

にするものもあるでしょうし、委託という形

式や、指定管理者制度を使う場合もあるでし

ょうし、市場化テストを使う場合もあるでし

ょうし、さまざまですが、民間の創意工夫を

生かすとともに、公共における民と官の役割

分担を根本的に見直しながら、充実した質の

高い公共サービスを展開するために実施する

ものと考えております。 

 後に、③組織改革として、縦割り組織の

問題点が多く指摘されている部署は、係制を

廃止し、グループ制を導入してはどうか。事

務事業の執行に も適した体制を柔軟にとる

ことができ、業務を合理化できるメリットが
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あると考えます。  本市の行政改革大綱においても、事務事業

の必要性や実施方法等について総点検を行い、

行政と民間の役割分担の見直しを図りますと

しており、市民参加の視点に立った事務事業

の見直しを行い、市で行うもの、共同して行

うもの、市民参加により行うものなど、事業

を区分し、ＮＰＯや市民のボランティア等の

参画により、市民参加型行政への移行に努め

る必要があります。 

 以上で１回目の質問を終わります。答弁よ

ろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 理事。 

〔理事（塚本 基君）登壇〕 

○理事（塚本 基君）まず、５年で正職員数

を100人削減することについてでございます

が、極めて厳しい財政状況にある本市におき

ましては、人件費の抑制は避けて通れない課

題と位置付けております。 

 議員ご提案の提案型公共サービス民営化制

度につきまては、一部地方公共団体において

既に実施されておりますが、本市においても

その実施事例を参考にしながら、導入につい

て検討してまいりたいと考えます。 

 ６月議会においてお答えしましたように、

合併による効果を 大限に活用するため、職

員の削減を早期に実現する必要があります。

このたびお示しした集中改革プランにおける、

５年間で62人の職員削減につきましては、新

市まちづくり計画の財政計画での、平成25年

度までに普通会計職員を84人削減するという

年度目標を短縮する内容となっています。 

 次に、グループ制の導入についてですが、

グループ制には、事務事業の実施に合わせて

職員の流動化が図れる、係間の壁が取り払え、

複数の職員での共同体制がとれる、課長補佐

職を実務担当者に組み込むことで、意思決定

階層のフラット化が図れるなどのメリットが

あります。本市におきましても、企画経営室

など一部の課において、係を置かず、担当制

により流動的な事務執行を行っている部署が

あります。また、その他の部署においても、

書証事務については係に割り当てるのではな

く、課に割り当てており、課長の裁量で係の

事務文書の変更や課内での係員の配置替えも

可能となっております。 

 地方分権が進められる中、職員の削減にあ

たっては、公共サービスの質の維持が前提と

なります。そのためには、行政評価システム

の確立による効果的な事務事業の実施や、事

務量の変化に連動した人員配置、組織機構の

見直し、事務事業の民間委託、指定管理者制

度の活用などを効果的に組み合わせながら進

める必要があります。いずれにいたしまして

も、集中改革プランの職員削減計画を目標と

して、必要 小限の職員数を見きわめながら、

定員の適正化に努めてまいります。 

 グループ制については責任の所在がはっき

りしない、市民から見てわかりにくいなどの

デメリットもあり、近隣自治体でグループ制

から課制に戻した例もあります。組織にはこ

れで100％というものはなく、また、その時代

時代の要請に応じて変わっていくものでござ

います。グループ制の導入についても、今後

の組織機構の改革に合わせて検討したいと考

えております。 

 次に、提案型公共サービス民営化制度につ

いてですが、限られた行財政資源のもとで高

度化、多様化する住民のニーズに適切に対処

していくためには、さまざまな手法を活用し

て、不断に行政改革に取り組み、簡素で効率

的、効果的な行政体制の確立をめざす必要が

あります。  以上でございます。 
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○議長（上田順康君）５番 岩田君、再質問

ありますか。 

 ５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）ちょっと時間配分の都

合上、１番、手ごわそうですので、２番のほ

うから行かせていただきます。 

 今、検討していきたいということで、検討

していただけたらいいんですけども、実施す

る方向で検討していただきたい。検討という

とあまりせえへんこともあるということです

ので。 

 一つあるのは、この制度の一番いいところ

というのは、どうしても今後、市民の皆さん

に助けていただけるところは助けていただい

てという方向性というのは、やっぱり行政で

ないとあかんという部分と、民間のほうでや

っていただいてもいい、または、まあ言えば

各区でやっていただいてもいいとか、いろん

な方法は出てくると思うんです。そのときに、

一番問題になるのは、移していくときの受け

皿がしっかりしていないと、その主体がない

と、今、指定管理者制度やってますけども、

じゃあそれなら、受け手が競争原理働くだけ

あるのかというたら、クエスチョンマークの

ところもあるという。だから、そういう育て

る意味においてでも、各種いろんな団体から

提案をいただいていく中で、やっぱり自分た

ちも主体となって受け皿をつくるという方向

性の中で、提案というのは上がってくると思

うんですよ。そこで受け皿も育成するという

私は効果もあると思いますので、そういう意

味においてでも、この制度はいいのかなと。 

 これ、新しい、これは我孫子市の市長さん

で、福嶋浩彦さんというんですけども、この

人のは考え方は、もう新しい公共をつくって

いこう、みんなの力でつくっていこうという

考え方の中で、行政とか議会の立場から見て

の、これは民営化がいいどうこうという話じ

ゃなくて、やっぱり市民側からしても、これ

はもう民間に任せてくれても安心ですよとい

う、いいんじゃないかという提案も両方受け

た中で、市民参加の中で審査をしていって、

新しい公共をつくっていくという、僕は先進

的な考え方の中の制度やと思っておりますの

で、より積極的に、ただ、一つ、わかるんで

す。検討しますの答えの意味は、一つわかる

のは、なかなか市民全体がそこまでの意識に

橋本市の場合、なっているかどうかという、

これは僕も心配ですので、ただ、出てこない

かもわかりませんけれども、やっぱりやって

みるという価値はあると思うんです。出てき

た提案については、きちんと審査の中で、や

っぱり行政が担っていくものは直接行政が担

っていってもいいんだし、民間にゆだねてい

いんやったらゆだねていいんやし、というこ

とはできると思いますので、その意味も含め

て、積極的な中に一度やってみるかなという

中で、検討していただけるという答弁ではだ

めでしょうか。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君の再質問

に対する答弁を求めます。 

 理事。 

○理事（塚本 基君）結論から言わせていた

だきますと、本市では、悲しいことと言うた

ら怒られるかもわかりませんけども、要は、

岩田議員も言われましたように、地域社会で

の受け皿づくりと、共同になる担い手がやっ

ぱり充実しておらんと、この事業というのは

進まんというふうに認識しております。まず

は、本市ではそこからではないかというふう

に思っております。 

 提案型公共サービス民営化制度につきまし

ては、今言われました我孫子市、それから東

京都杉並区、高浜市等々でも、それに類似し

たような形で制度をやられておるというふう

に聞かせていただいております。これらの基
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本的な考え方ですけども、議員言われるとお

りでございますけども、事務事業をまず公表

して、民間からの自由な提案を募集して、行

政サービスの実施をゆだねるというものであ

るというふうに思っております。ですから、

これらの基本となるにつきましては、まず、

地域社会での、今、議員言われるとおりでご

ざいますけども、受け皿づくりや共同の担い

手づくりであって、共同化を積極的に今本市

では進めるべきではないんかなと。そこら辺

の時点ではないんかなというふうに考えてお

りますので、前向きに、ええ方向で検討する

ということを、現実から見ますとちょっとし

んどいんかなというふうに思いますので、そ

こら辺でご理解お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）受け皿が心配と、募集

したけども全然なかったというのを心配とい

うのは一番と思うんやけど、ただ、こういう

制度をつくっていくことで、市民全体の意識

が上がるということもあると思うんです。そ

ういう制度があるという中で、一回提案して

みようよとかという、そういう中で、やっぱ

り自分たちでやっていこうという意識が芽生

えるのは芽生えると思いますので、これにつ

きましては、積極的に検討していただくとい

うことで、終わらせていただきます。 

 次、３番ですけども、グループ制のほうな

んですけども、企画室のほうではグループ制

みたいなことをやられているというのは、私

もよく行かせてもらうので、わかっているん

です。ただ、一つあるのは、やめたところも

あるということなんですけども、合わなかっ

たところもあれば、合うところもあると思う

んですが、ただ、グループ制でこれ、多治見

市の事例なんですけど、先進的な取り組みを

されている中で、一番あるのは、今やっぱり

なるべく５人でやっている仕事をどないか４

人で頑張ってもらえれへんかなというのが、

市民の望みやと思います。 

 このグループ制を実施したときに、一番あ

るのが、課長が権限、ちょっと読ませてもら

います。「グループ編成は課長の権限を随時行

うことができ、事務事業の執行に も適した

体制を柔軟にとることができる。課員を流動

的に配置することができるため、合理的な事

務配分ができ、忙しいところ、暇なところの

調整が可能となり、係制では２人と３人で２

係だったものを１グループとし、重複業務を

減らすなど事務調整を行うことで、５人で行

っていた業務を４人でできるように合理化す

るメリットが生まれた。」と。 

 もう一つあるのが、意思決定の過程の部分

で、だいたい普通でしたら課長、課長補佐、

係長から課長からグループリーダーと簡略化

され、意思決定の時間の短縮が図られるとか、

たくさんのメリットがあるわけですよ。で、

グループリーダーは担当業務を持ち、実務担

当となる点が従来の課長補佐とは異なると。

だから、全員ぐるみで仕事をやるという体制

があると。 

 デメリットの部分の、先ほど言われた市民

の目から見て、はっきりと担当がわからない。

もう僕言わしてもらったら、そこのグループ

に行けば、グループの中のことは全員が把握

しとって、だれでも担当できやなあかんと思

うんです。本来の姿というのはね。そういう

前向きなほうで改革していくために、このグ

ループ制を採用してもらったらどうかなとい

うことで提案させていただいてます。 

 もう一つ、全国の事例を見させていただき

ましたら、やっているところというたら、小

野市、志木市、我孫子市、多治見市。やり方

はいろいろあるんですけども、この市という

たら、全国でも行政視察がトップクラスの市
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なんですよ。何でかというたら、行政経営水

準が高い、評価が高い。少ない人数でどっさ

り仕事をやるシステムを構築している市です

よ。だいたい、小野市行ってきましたしね。

うちの議会も多治見市、行政視察に行ってま

すよね。その中で、やっぱりいい市はだいた

いこのグループ制を上手に活用している。活

用の仕方というのはいろいろあるわけですよ。

まあ言うたら、企画製作グループ、地域政策

グループ、グループを組んでやっているとこ

ろもありますし、市民課、社会福祉課、高齢

介護課、この辺になってくると常時安定して

１年間ずっと同じ専門の仕事でせんなんとい

う人がいるんやったら、それはもう担当係を

きちんと置いてやったほうがええかわからん

けど、割と流動的なところは、そういうグル

ープを組んだ中で全員ぐるみでやっていくと

いうシステムをとるのが、統計的に言うて、

やっぱり少ない人数でいい仕事ができている

という状況が、統計的にありますので、これ

につきましては、私、仕事している職員では

ありませんので、一つの提案としてお聞きい

ただいて、その課ごとに１回考えていただい

て、一議員の提案ですけども、前向きに検討

していってくれて、グループ制を導入したほ

うがずっといいぞというふうに思われるとこ

ろは、どんどん機構改革をしていただきたい

ということで、これも前向きに検討してくだ

さい。 

 次に行きます。次、１番です。 

 １番につきましては、これ、前回もやらし

てもらったんですけども、現状の111人、５年

終わる頃に111人がおるわけですよね。合併前

に比べて111人が減るという状態にあって、削

減数が62人であると。単純に言えば、11人は

採用、新規採用ができるわけですよね。だか

ら、もともとの100人削減してもええという数

字は、行政サービスに支障がない数字を、類

団比較等からはじき出しているわけですよね。

まあ言えば、類団比較というのは何も褒めら

れた数字じゃないんですよ。全国の平均的な

現在の経営状態でしょう。それにすらうちは

追いついてないわけですよね。早く追いつく

のが普通やと思うんです。 

 まあ言えば、私は無理やくた人切れと言う

とるんじゃないですよ。だいたい試算すると

100人減っても、合併すれば、100人正職員が

減ってでも、ほかのところでは優秀な経営が

できているわけですよね。平均的なところで

はね。その数字が100。７年でするか５年です

るかだけの話ですやんか。それやったらうち

の市としては、今、さっきも言わしてもらっ

たけども、国のほうも、５年間で合併効果と

団塊の世代の退職と採用の差し引きによって

減額されるものでということで、交付税の分

け方はそないしてやっていきますと言うてる

わけでしょう。だから、５年がタイムリミッ

トやと思うんです。その次からはまた違う方

向になりますやん。第３になりますので。 

 ということは、何が何でも５年に当初の100

人がなくてもええという思いを達成すべきや

と思うんですよ。この100人というのは私が出

したん違いますよ。市当局のほうが７年で100

人削減しても、行政サービスに支障がないか

らという数字ですよね。そういう試算の数字

ですよね。それやったら、やっぱり11人と、

今年も早期退職者が11人やったかな、６月議

会の答弁では11人ですけども、まだ１人増え

ているようなお話も聞きますので、その中で、

やっぱり新規採用を枠決めをした中で抑えて、

５年後には正職員が100人いなくても、立派に

ほかの７万人都市と比べて、胸を張って行け

るようなスリムな経営体制にするのが、集中

改革プランと違うんですか。 

 もう一度答弁お願いします、これについて。 

○議長（上田順康君）理事。 
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○理事（塚本 基君）岩田議員言われる、質

問の２番も３番も含めまして、職員の定員適

正化に関連する中身からして、関連するもの

であるというふうに理解するものでございま

す。今回出させていただきました、定員適正

化計画につきましては、議員ご承知のとおり

でございます。ただ、我々、諸般の事情とい

ったら、諸般の事情って何でよというふうな

話になるわけですけども、病院も抱えており

ますし、県からの出向もございます。病院か

ら戻してくる人数につきましても、７人程度

おるというふうなことで、それも含めまして

全体の定員適正化計画も考えなければならな

いというふうなこともございますので、現状

として、議員言われるように政策的に人減ら

しの、人減らしと言ったらちょっと言葉は悪

いんですけども、削減に向けての政策的にど

うこうというふうなことは、目立ったものは

ございませんけども、現状として、公務員バ

ッシング等々で公務員に対するあまりいい印

象がないということから、早期にやめられる

方が現状として増えてきているような現状で

ございます。 

 我々、今回出させていただきました、市長

も以前から言われております、７年間で100

人というふうなことで目標を立てさせていた

だいた定員適正化計画になってきていると思

います。現実、111人が、今現在、５年間で99

人ぐらいになっておるわけですから、その分

早期にやめられていっておるというふうなこ

とにもなります。多分はっきりと言えという

ふうなことであろうと思いますけども、その

目的を持ってはいかせていただく気持ちはあ

りますけども、今回出させていただきました

定員適正化計画に沿った形で進めさせていた

だきたいということで、ご了解いただきたい

と思います。気持ちは、議員言われるように、

５年間で100人という気持ちではおりますけ

ども、結果的に、それに対してどうこうとい

う政策を打てるようなことも、今現在では出

てきてはおらないのが現状でございますので、

そこら辺、ご理解のほどをよろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）ご理解はしたいんです

が、ただ、これほんまに目標、正職員を100

人削減するという目標のもとに新しい体制を

つくっていかないと、旧態依然は変わらない

と思うんですよ。だから、何が何でも５年で

達成するんやと目標を置かないと、これが一

番大きいと思うんです。だから、正職員が、

それは何でもかんでも私は正職員にやってほ

しいんですわ。ほしいんですけれども、そう

いう状況にないので。だから、やっぱりこれ

をきちんと枠決めをはめて、新規採用につい

ても枠決めをはめておく。だから、本当に正

職員でないとだめなところに採用していくと

いう形をとるためには、枠を決めておいて、

それ以外、市長が何が何でも政策で必要やと

言うんやったら、それはそれで説明したらい

いんじゃないですか。専門員としてどうして

も要るんやと。それやったら僕はいいですよ。 

 ところが今の状態やったら、ふわっと目標

を決めている中の話やったら、やっぱり目標

数字の設定というのはきちんとしておかない

と、僕はあかんと思いますよ。でないと、ま

あ言えば、11人、これは数字の、６月も数字

の話になりましたけども、はっきり言わして

もらったら、今、集中改革プランで出てるの

は、合併前のときからいうと62人で、合併後

からやったら五十何人やったと思うんですよ。

だからその前の62人と私は評価させてもうと

るんで、111人以上はおるはずです。だから、

22年の末には、111人以上には数はなっておる

と思うんですよ。だから、11人の正規、その

ままいけば11人の正職員の採用ですよね。ど
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ないかそれで頑張ってやっていくんやという

意識がないと変わらないと思うんです。 

 年代の格差というのは、途中採用で、その

後、健全化されたときに、途中採用という方

法もありますし、いろんな採用の方法あるん

で、それは対処できていくと思うんですよ。

だから、この目標だけはきちんとやってもら

っておかないと、国はそのつもりで動いてま

すし、うちも半分以上やったかな、国の影響

を受ける市でしょう。そんな、自分一人で不

交付団体ではないですので。税源移譲も来年

６月からはされてくるわけでしょう。皆さん

が納めている国税の部分、所得税の部分が下

がって、住民税の部分が増える。トータルで

は一緒ですからというの、６月から始まる予

定になっているん違います？ ほなもうどん

どんどんどん進んでくる中で、いかにやっぱ

り少数精鋭の正職員で経営をやっていくんや

という気持ちのためには、僕は100にするつも

りと思うんですけども、市長、どうですか。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）岩田議員のご質問にお

答えしたいと思います。 

 行政改革大綱であるとか、あるいは集中プ

ラン、これはもう皆さんも十分お目通しをい

ただいておるわけでございますが、本当に昨

今取り巻いておりますこの経済環境、財政状

況、これはもう息の詰まる思いでありますし、

やはり 大の改革は、職員の絶対数の、安定

した数、これがやはり一にも二にもこれにか

かっておると思うんです。これからにつきま

しても、それぞれ適材適所に配置しながら、

本当に本人一人ひとりの個性を伸ばして、効

率的な事業運営というものを強いていかなけ

ればならない、そういう考えを持っておると

ころでございます。できるだけ皆さんの広く

ご意見を聞いた上で、本当にあと２年程度で

軌道に完全に乗せてまいりたいな、そういう

考えを持っておりますので、よろしくひとつ

お願いしたいと思います。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）市長の気持ちはようわ

かっとるんです。やっぱり数値目標というの

はきっちりとした中で、何が何でもとやって

いかないとあかんと思いますので、もう５年

で100人削減する体制で、市長はその意識のも

とで、やっていくよと言うていただけるんで

したら、私はそれで結構です。だから、もう

一度答弁よろしくお願いします。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）再度のご質問にお答え

をしてまいりたいと思います。 

 本当にこの太平洋の荒波の船出であります

し、大かじいっぱいとりながら、遺憾のない

ように、ただ今示された数値を目標として掲

げて、橋本丸は出航しておるわけでございま

すので、ひとつご理解とご協力をお願い申し

上げたいと思います。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）的確なお答えが返って

こなかったんですが、100人削減するお気持ち

でいってくださるんですね。 

○議長（上田順康君）助役。 

○助役（清原雅代君）岩田議員の５年で正職

員を100人削減するというおただしでござい

ますが、７万人都市という類団と比較いたし

まして、橋本市のそれぞれの課の中で、その

規模を実現している部署も現にあります。そ

れと比較して多い部署もあります。それはさ

まざまでございますが、ただ、皆さまもご承

知のとおり、いわゆる幼保一元化というのを

実現していかないと、なかなかそこの部分の、

それをそのままの状態で事務部局だけを削減

していくというのは、現状では非常に厳しい
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ものがございます。そういったところの進み

方とのバランスも考えながら、着実に職員を

削減していくという努力を続けてまいりたい

と思いますので、その点、ご理解のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）無理やり減らせと言う

とるわけでもないんですよ。先ほどから提案

させてもらっているのは、民間で行けるとこ

ろは民間にゆだねてとか、地域でお願いでき

るところは地域でゆだねてとか、課の中の機

構も工夫して、減らす努力をするという提案

もさせてもらった上で、だから、無理やり減

らせとは言うてません。住民サービスに支障

あったら困ります。私は住民の代表ですから。

そうじゃなくて、経営の工夫をして、だから、

正職員だけでやらなくてもいいところはゆだ

ねていくという、いろんな方法があるわけで

すよ。いろいろ提示されているわけですやん

か。その工夫した中で、私は十分可能な数字

やと思うんです。ですから、やっぱりその100

人を削減する気持ちで市長はやってくれると、

そのぐらいでないと、５年後安心できないん

ですよ、私は。だから、市長に言ってくださ

いというのをお願いをしていますので、助役

の答弁は要りません。 

○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）再々のご質問でありま

すが、私の、選挙の立候補したときに申し上

げてございます。７カ年で100人削減をしっか

りとしてまいりたいという考えを打ち出して

ございますので、それは今日も気持ちはござ

いません。確かに、岩田議員はおられたかど

うかわかりませんけれども、選挙のときに、

多くの皆さんに答えておるわけでございます

が、７カ年で100人ということの削減というこ

とを打ち出しておることについては、気持ち

は変わっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）７年というのはわかっ

ておって、５年でできへんかということなの

で、そしたら、５年でやっていただけるもの

と解しまして、ただ、担当のほうにお願いし

たいんです。今後ローリングしていくと思う

んですけども、その中で、甘くならないよう

に。これはもう理事にお願いしておきますが、

きちっとした厳しい中で、より５年に近づけ

ていってもらう、市長、それで当選したと言

われたら、俺も言いようないんで、近づけて

いってもらえるということで信じまして、こ

れで質問を終わらせていただきます。 

○議長（上田順康君）これをもって５番 岩

田君の一般質問は終わりました。 

                     

○議長（上田順康君）この際、２時35分まで

休憩いたします。 

（午後２時19分 休憩） 
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